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☆資源ゴミ回収益金は町内会の収入になっていますので 紙類、瓶類、段ボール、空き缶

(ジュース類・缶詰・コーヒーの缶等のスチール・アルミ製の物)は毎月３０日(2月は29日)

の町内会の資源回収日に出すようにお願いします。

・令和６年度総会に向けて、新役員の選出を行っています。新班長の選出については班

ごとの決めごとや順番等があると思いますので現班長に選出の依頼をしています。班長

の引き受け手について、最近は共働きや高齢化が進みなかなか引き受けたがらない用

ですが、新班長選出時には気持ちよく引き受けてほしいと思います。

・2月17日に企画委員会を開催し、総会議案の原案をについて話し合いました。

令和５年度の事業については飲食を伴う事業を除きおおむね実施できた、

・令和６年度の事業についてはコロナ以前と同様の内容として実施していきたい。

なお、参加等については、マスクの着用やコロナ対策など個人の判断(自己責

任)でお願いすることとします。

企画委員会の原案を元に、３月17日の役員会において総会議案を作成しま

す。

ゴミカレンダーについては昨年６月から翌年５月分として配布するとしていました

が、監査を少し前倒しして実施することを役員会で了承して頂きましたので総会議

案書の配布が早くできるようになりましたので、今年度は４月から翌年３月分とし

て一緒に配布することとします。

・個人情報保護の観点から住宅地図の全戸配布は取りやめとします。また、配布されて

いる名簿等については適切に処理、廃棄願います。


